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した。

一方、私的年金の財源は、企業や従業員などの加入者が負担した保険料とその運用

収入であり、国庫負担は行われません。

◆強制加入と任意加入 年金制度への加入が法律により義務づけられることを

「強制加入」、一方、原則として本人の意思に基づき年金制度への加入の可否が

認められることを「任意加入」といいます。公的年金制度は、原則として強制

加入となっていますが、制度ごとに加入対象者は異なります。

（例）①国民年金→日本に住所のある20歳以上60歳未満の人、②厚生年金保険

→70歳未満の会社員や公務員等

企業年金制度は企業が任意に実施しますが、その企業の従業員は強制的に加

入するケースが大半です。しかし、確定拠出年金が導入されたことにより給与

（前払い退職金）との選択制など、任意加入のケースも増加しています。

個人年金は、基本的には本人が自助努力で任意加入するものです。
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●第１章　日本の年金制度の全体像

1. 年金制度の概要

わが国の年金は［資料１］に示すように、公的年金、企業年金、個人年金の３つに

大別できます。

公的年金には、20歳以上60歳未満で日本に住所がある人等が加入する国民年金と、

民間企業の会社員、国および地方自治体の公務員・私立学校職員等が加入する厚生年

金保険があります。なお、2015年10月に被用者年金が一元化され、公務員等を対象と

した共済年金は厚生年金保険に統一されました。

QQQQ....2222
日本の年金制度はどのような体系
になっていますか

AAAA
日本の年金制度は、全国民共通の定額年金を支給する国民年金（基
礎年金）を基礎とし、会社員等には、その上乗せとして、報酬比例
年金を支給する厚生年金保険があり、さらに企業年金等が上乗せさ
れる３階建ての体系になっています。社会保障制度の一環として国
が行う国民年金、厚生年金保険を「公的年金」、民間企業あるいは
団体等が行う企業年金や個人年金を「私的年金」といいます。

解解解解説説説説
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は、要件を満たした者のうち、加入を申し出た者が加入者となります。

� 財政運営、給付の仕組み

一般に公的年金は、世代間扶養の考え方に基づいて、主に現役世代が負担する保険

料で高齢者の給付を賄う「賦課方式」で運営されています。そのため、物価や手取賃

金の伸びに応じて年金額を改定する「物価スライド」や「賃金スライド」等の導入が

容易であり、給付の実質価値の維持が図りやすくなっています。ただし、少子高齢社

会の進展により負担と給付のバランスが崩れてしまうという問題があります。なお、

2000年の年金制度改正で、65歳以後の賃金スライドは凍結され物価スライドのみにな

り、さらに2004年の改正では、年金額の計算にあたって賃金や物価の伸びをそのまま

使うのではなく、被保険者の減少率や平均余命の伸び率で調整するマクロ経済スライ

ドの仕組みが導入されました。

一方、私的年金は、将来の給付に必要な原資を、あらかじめ掛金で積み立てていく

「事前積立方式」で運営されています。また、私的年金には基本的に物価スライド等

の給付水準の実質価値維持機能はなく、確定給付型の年金では給付が固定されている

ことが多くなっています。確定拠出年金でも企業や従業員などの加入者が負担した掛

金とその運用収入が将来の給付原資となるため、物価上昇に見合った運用収入が得ら

れない場合は、実質的な給付水準の維持が困難となります。

� 年金の原資

公的年金は、社会保障制度として国の責任で実施していることから、基礎年金であ

る国民年金には、本人および後世代の保険料とその運用収入以外に、国庫負担による

給付費が賄われています。基礎年金の国庫負担割合は2004年の年金制度改正により３

分の１から段階的に引き上げることが決定し、2009年４月から、２分の１へ引き上げ

られました。

その財源は、税制の抜本改革により安定財源を確保することとされ、消費税の引き

上げが想定されましたが、2009年度から2011年度は財政投融資特別会計等の積立金や

剰余金の取り崩しにより、2012年度および2013年度は消費税増税分を償還の財源とし

た年金特例公債の発行により確保されました。2014年度からは、2012年８月に公布さ

れた消費税増税法案（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法等の一部を改正する等の法律）に基づいて、消費税率が８％に引き上げられ

たため、この税収を充てることで、２分の１の国庫負担が恒久化されることとなりま

●第１章　日本の年金制度の全体像
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企業年金には、確定給付企業年金（2002年４月施行）、確定拠出年金（2001年10月施

行）、厚生年金基金等があります。

そして、これらの年金以外に個人が任意に加入する個人年金があります。

2. 年金制度体系

これらの年金制度を体系的に図示すると、［資料２］のように、公的年金、企業年

金、個人年金の組み合わせからなる３階建ての構造になります（会社員等の場合は、

企業年金と個人年金を分けて４階建てとする考え方もあります）。

公的年金には約6,700万人が加入していて、20歳以上60歳未満の者は全て１階部分

の国民年金の被保険者となります。

２階以上の部分は、職業等によって分類された国民年金の被保険者の種別により異

なります。

［資料１］年金制度の概要 

国民年金（基礎年金） 

厚生年金保険 
公的年金 

確定給付企業年金（規約型・基金型） 

厚生年金基金（2014年４月以降新設不可） 

確定拠出年金（企業型） 

自社年金 

特定退職金共済　 

農業者年金 

国民年金基金 

確定拠出年金（個人型） 

個人年金商品 

個人年金 

財形年金等 

その他 

企業年金 

中小企業退職金共済 
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●第１章　日本の年金制度の全体像

民間の会社員や公務員の場合は、２階部分に、被用者を対象とした公的年金である

厚生年金保険があります。３階部分は、企業が実施する確定給付企業年金や確定拠出

年金の企業型年金などの企業年金や公務員を対象とした年金払い退職給付、個人が任

意で加入する確定拠出年金の個人型年金があります。

自営業者の場合は、公的年金は１階部分のみですが、２階・３階部分として、任意

で加入する国民年金基金、確定拠出年金の個人型年金があります。

民間の会社員や公務員の被扶養配偶者の場合は、従来は１階部分の国民年金のみで

したが、2017年１月より、２階以上の部分の年金として、任意で、確定拠出年金の個

人型年金に加入できるようになりました。

［資料２］日本の年金制度の体系 （2019年３月末現在）

出所：厚生労働省資料より作成 
※１　第２号被保険者等には、65歳以上で、老齢、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有す 
　　る厚生年金保険の被保険者を含む 
※２　２０２０年１月１日現在、存続する厚生年金基金の２０１８年３月末日時点における加入員数（企 
　　業年金連合会「企業年金実態調査」）
注）端数処理のため合計は一致しない 

厚生年金 
基金 

16※２万人 

確定拠出
年金 

（企業型）
688万人 

確定給付 
企業年金 
940万人 年金払い 

退職金 

３
階
部
分

（自営業者等） （民間会社員） （公務員等）

国民年金 
基金 

36万人 

121万人 

確定拠出 
年金 

（個人型）

公務員等 
448万人 

民間会社員 
3,981万人 

6,746万人 

第１号被保険者 
1,471万人 

第２号被保険者等※１

4,428万人 

国民年金（基礎年金）

第３号被保険者 
847万人 

２
階
部
分

１
階
部
分

確定拠出年金（個人型）

厚生年金保険 

（第２号被保険者の 
被扶養配偶者） 

（代行部分）
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　企業年金には、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金等があります。
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企業年金には、確定給付企業年金（2002年４月施行）、確定拠出年金（2001年10月施

行）、厚生年金基金等があります。

そして、これらの年金以外に個人が任意に加入する個人年金があります。

2. 年金制度体系

これらの年金制度を体系的に図示すると、［資料２］のように、公的年金、企業年

金、個人年金の組み合わせからなる３階建ての構造になります（会社員等の場合は、

企業年金と個人年金を分けて４階建てとする考え方もあります）。

公的年金には約6,700万人が加入していて、20歳以上60歳未満の者は全て１階部分

の国民年金の被保険者となります。

２階以上の部分は、職業等によって分類された国民年金の被保険者の種別により異

なります。

［資料１］年金制度の概要 

国民年金（基礎年金） 

厚生年金保険 
公的年金 

確定給付企業年金（規約型・基金型） 

厚生年金基金（2014年４月以降新設不可） 

確定拠出年金（企業型） 

自社年金 

特定退職金共済　 

農業者年金 

国民年金基金 

確定拠出年金（個人型） 

個人年金商品 

個人年金 

財形年金等 

その他 

企業年金 

中小企業退職金共済 
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●第１章　日本の年金制度の全体像

民間の会社員や公務員の場合は、２階部分に、被用者を対象とした公的年金である

厚生年金保険があります。３階部分は、企業が実施する確定給付企業年金や確定拠出

年金の企業型年金などの企業年金や公務員を対象とした年金払い退職給付、個人が任

意で加入する確定拠出年金の個人型年金があります。

自営業者の場合は、公的年金は１階部分のみですが、２階・３階部分として、任意

で加入する国民年金基金、確定拠出年金の個人型年金があります。

民間の会社員や公務員の被扶養配偶者の場合は、従来は１階部分の国民年金のみで

したが、2017年１月より、２階以上の部分の年金として、任意で、確定拠出年金の個

人型年金に加入できるようになりました。

［資料２］日本の年金制度の体系 （2019年３月末現在）

出所：厚生労働省資料より作成 
※１　第２号被保険者等には、65歳以上で、老齢、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有す 
　　る厚生年金保険の被保険者を含む 
※２　２０２０年１月１日現在、存続する厚生年金基金の２０１８年３月末日時点における加入員数（企 
　　業年金連合会「企業年金実態調査」）
注）端数処理のため合計は一致しない 
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１
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2023

805 911

46134 4,157

1,405 4,618

6,744

721

退職給付13万人※２

出所：厚生労働省等の資料より作成

※ ２　厚生年金基金の加入員数は2022年 ３ 月末現在の数値
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び②の場合、加入者とならない従業員については、厚生年金基金（加算部分）、確定

給付企業年金または退職金制度（前払い退職金制度を含む）が適用されていることが

必要です。

③および④の場合、加入者とならない従業員については、確定給付企業年金（④の

場合に限る）または退職金制度（前払い退職金制度を含む）が適用されていること、そ

の制度において確定拠出年金への掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられ、加入者

とならない従業員について不当に差別的な取扱いを行うこととならないように配慮す

ることが条件になります。

2. 加入者の要件に関する規約の取り扱いについて

確定拠出年金における加入対象者は、企業型年金では、企業の従業員（第１号等厚

生年金被保険者）、個人型年金では、自営業者（国民年金の第１号被保険者）、企業の従

業員、公務員（国民年金の第２号被保険者）、専業主婦・主夫（国民年金の第３号被保険

者）です。

（１）会社役員の場合

企業型年金では、厚生年金保険の被保険者が加入者となることができます（公務員

は除く）。厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の適用事業所に使用される人

です。会社役員は、労働者を使用する人ですが、適用事業所（会社）に使用される人

でもあるので厚生年金保険の被保険者になり、企業型年金の加入者となることができ

ます。

一般的には、企業型年金規約で加入対象外として定めます。

（２）パートタイマーの場合

パートタイマーも厚生年金保険の被保険者であれば、企業型年金の加入者となりま

す。しかし、企業型年金加入者となる従業員と比べて労働条件が著しく異なっている

（注１）「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約や就業規則などにおいて、こ

れらの職に属する従業員に係る給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条

件とは別に規定されていることが必要とされます。

（注２）一定の年齢で区分して加入資格に差を設けることは、基本的には合理的理由がなく認めら

れませんが、確定拠出年金の開始時に50歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、

また、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそ

れがあることから、50歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、加入者としないこと

ができるとされています。
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●第２章　企業型年金の仕組み

◆厚生年金保険の適用事業所 厚生年金保険の適用事業所には、「強制適用事

業所」と「任意適用事業所」があります。強制適用事業所とは、国・地方自治

体、法人の事業所で常時従業員を使用する事業所、個人の事業所で常時使用す

る従業員が５人以上おり、法令で定める業種に該当する事業所のことをいいま

す。任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所で、申し出によ

り認可を受けた事業所のことをいいます。具体的には、個人経営の農林水産業、

接客娯楽業、弁護士等の法務業、寺院などの宗教業などが該当します。

一口メモ 一口メモ 

人については、加入者とせず、かつ、企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる措置

を講じない場合でも、必ずしも不当に差別的な取り扱いを行うこととならないものと

されています。

3. 簡易企業型年金の創設

2018年５月から、従業員（第１号厚生年金被保険者）が100人以下の中小企業向けに、

シンプルな制度設計である簡易企業型年金が創設されました。設立条件を一定程度パ

ッケージ化された制度とすることで、設立手続きを緩和するとともに、制度運営につ

いても負担を少なくした制度です。

簡易企業型年金 企業型年金 

厚生年金適用事業所の事業主 事業主の条件 

２本以上35本以下 商品提供数 

出所：厚生労働省ホームページより 

第 1 号等厚生年金被保険者 
（一定の資格を定めることは可） 

第１号等厚生年金被保険者 
（一定の資格を定めることは不可） 

加入者の範囲 

定額、定率、定額＋定率 定額 
事業主掛金の 
算定方法 

２つ以上の額から選択 選択肢は１つでも可 加入者掛金の額 

３本以上35本以下 
（ただし、2018年５月施行日時点で35
本超の場合は、2018年５月施行後５年
は施行日時点の商品数が上限） 

厚生年金適用事業所の事業主であっ
て、使用する第１号厚生年金被保
険者が100人以下 
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1. 財務・制度面からのニーズ

盧 後発債務からの解放

確定拠出年金の導入により、確定給付型年金における運用環境の変化に伴う年金財

政の悪化による影響の回避、退職給付会計における退職給付債務の増加などの、後発

債務発生リスクが軽減されます。

盪 国際会計基準への対応

国際会計基準と日本の会計基準とのコンバージェンス（収れん）により、連結財務

諸表においては退職給付会計上の未認識債務を企業の負債として認識することが必要

となります。そのため、確定給付型の企業年金から確定拠出年金への移行により、退

職給付債務そのものを削減しておくことで、財務の安定化を図ることが考えられます。

蘯 税制面での優遇

確定拠出年金では、厚生年金基金、確定給付企業年金などと同様に、企業が拠出し

た掛金は全額損金に算入されます。

2. 人事・労務面からのニーズ

盧 雇用流動化、能力実績主義への対応

昨今、雇用の流動化や能力実績主義への転換が進み、受給権の早期付与や自分の年

QQQQ....44446666
確定拠出年金を導入する企業のニ
ーズは何ですか

AAAA
企業側の主な確定拠出年金制度の導入ニーズは、「年金財政の悪化
による影響回避」「国際会計基準への対応」といった退職金・年金
に係る財務・制度面からのニーズ、「少子・高齢化による公的年金
に対する不安や雇用の流動化の進展といった社会的な変化」「年功
序列から能力実績主義への転換」といった人事・労務面からのニ
ーズ、またはその双方に対応するためといったものが挙げられま
す。

解解解解説説説説
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QQQQ....44445555
企業が確定拠出年金に移行すると、
どのようなメリットが考えられますか

AAAA
確定拠出年金へ移行することによって、企業にとって次のようなメ
リットが考えられます。
� 退職給付に係わる費用のコントロールが容易
①　企業会計・年金財政の変動からの解放
②　複雑な数理計算が不要
③　退職給付会計への対応が容易
④　企業拠出分の損金算入
� 従業員へのインセンティブプランとしての活用
①　人材確保に有利
②　従業員モラールの向上
③　ライフプランの多様化への対応
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●第８章　制度導入コンサルティング

金資産を転職先へ持ち運ぶ「ポータビリティ」のニーズが高まりつつあります。企業

は確定拠出年金を導入することにより、「ポータビリティ」のニーズに応えることが

でき、転職マーケットにおける人材の確保にも有効となります。

盪 福利厚生の充実

確定拠出年金の導入により企業の福利厚生制度が充実し、人材の活性化につながり

ます。また、大企業では親会社やグループ会社間における共通のプラットフォームと

して確定拠出年金制度を導入することで、会社間における人材流動化、事業再編への

円滑な対応を図る動きが見られます。

蘯 ライフプランの多様化への対応

長寿社会の到来、公的年金の支給開始年齢の引き上げなどにより、60歳以降のライ

フスタイルは多様化しています。60歳以降働き続ける人、第二の人生を楽しむ人など

様々です。確定拠出年金は、受取開始年齢、受取期間、年間支給回数などを加入者自

身が選択できる制度ですので、個人のライフプランに合わせた年金や一時金を受け取

ることができます。

3. その他

盧 複雑な数理計算が不要

確定給付型の年金制度の運営では、毎年の決算や定期的な財政検証において複雑な

数理計算が必要ですが、確定拠出年金の場合は掛金の拠出額と事務コストのみを算出

すればよく、複雑な数理計算は不要です。

盪 企業イメージの向上策

確定拠出年金という企業年金制度を採用することにより、「福利厚生に力を入れて

いる企業」という企業イメージのアピール効果も期待できます。

確定拠出年金の導入により、確定給付型年金における運用環境の変化に伴う年金財

政の悪化による影響、退職給付会計における退職給付債務の増加などの後発債務発生

リスクが軽減されます。
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び②の場合、加入者とならない従業員については、厚生年金基金（加算部分）、確定

給付企業年金または退職金制度（前払い退職金制度を含む）が適用されていることが

必要です。

③および④の場合、加入者とならない従業員については、確定給付企業年金（④の

場合に限る）または退職金制度（前払い退職金制度を含む）が適用されていること、そ

の制度において確定拠出年金への掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられ、加入者

とならない従業員について不当に差別的な取扱いを行うこととならないように配慮す

ることが条件になります。

2. 加入者の要件に関する規約の取り扱いについて

確定拠出年金における加入対象者は、企業型年金では、企業の従業員（第１号等厚

生年金被保険者）、個人型年金では、自営業者（国民年金の第１号被保険者）、企業の従

業員、公務員（国民年金の第２号被保険者）、専業主婦・主夫（国民年金の第３号被保険

者）です。

（１）会社役員の場合

企業型年金では、厚生年金保険の被保険者が加入者となることができます（公務員

は除く）。厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の適用事業所に使用される人

です。会社役員は、労働者を使用する人ですが、適用事業所（会社）に使用される人

でもあるので厚生年金保険の被保険者になり、企業型年金の加入者となることができ

ます。

一般的には、企業型年金規約で加入対象外として定めます。

（２）パートタイマーの場合

パートタイマーも厚生年金保険の被保険者であれば、企業型年金の加入者となりま

す。しかし、企業型年金加入者となる従業員と比べて労働条件が著しく異なっている

（注１）「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約や就業規則などにおいて、こ

れらの職に属する従業員に係る給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条

件とは別に規定されていることが必要とされます。

（注２）一定の年齢で区分して加入資格に差を設けることは、基本的には合理的理由がなく認めら

れませんが、確定拠出年金の開始時に50歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、

また、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそ

れがあることから、50歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、加入者としないこと

ができるとされています。
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●第２章　企業型年金の仕組み

◆厚生年金保険の適用事業所 厚生年金保険の適用事業所には、「強制適用事

業所」と「任意適用事業所」があります。強制適用事業所とは、国・地方自治

体、法人の事業所で常時従業員を使用する事業所、個人の事業所で常時使用す

る従業員が５人以上おり、法令で定める業種に該当する事業所のことをいいま

す。任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所で、申し出によ

り認可を受けた事業所のことをいいます。具体的には、個人経営の農林水産業、

接客娯楽業、弁護士等の法務業、寺院などの宗教業などが該当します。

一口メモ 一口メモ 

人については、加入者とせず、かつ、企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる措置

を講じない場合でも、必ずしも不当に差別的な取り扱いを行うこととならないものと

されています。

3. 簡易企業型年金の創設

2018年５月から、従業員（第１号厚生年金被保険者）が100人以下の中小企業向けに、

シンプルな制度設計である簡易企業型年金が創設されました。設立条件を一定程度パ

ッケージ化された制度とすることで、設立手続きを緩和するとともに、制度運営につ

いても負担を少なくした制度です。

簡易企業型年金 企業型年金 

厚生年金適用事業所の事業主 事業主の条件 

２本以上35本以下 商品提供数 

出所：厚生労働省ホームページより 

第 1 号等厚生年金被保険者 
（一定の資格を定めることは可） 

第１号等厚生年金被保険者 
（一定の資格を定めることは不可） 

加入者の範囲 

定額、定率、定額＋定率 定額 
事業主掛金の 
算定方法 

２つ以上の額から選択 選択肢は１つでも可 加入者掛金の額 

３本以上35本以下 
（ただし、2018年５月施行日時点で35
本超の場合は、2018年５月施行後５年
は施行日時点の商品数が上限） 

厚生年金適用事業所の事業主であっ
て、使用する第１号厚生年金被保
険者が100人以下 
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1. 財務・制度面からのニーズ

盧 後発債務からの解放

確定拠出年金の導入により、確定給付型年金における運用環境の変化に伴う年金財

政の悪化による影響の回避、退職給付会計における退職給付債務の増加などの、後発

債務発生リスクが軽減されます。

盪 国際会計基準への対応

国際会計基準と日本の会計基準とのコンバージェンス（収れん）により、連結財務

諸表においては退職給付会計上の未認識債務を企業の負債として認識することが必要

となります。そのため、確定給付型の企業年金から確定拠出年金への移行により、退

職給付債務そのものを削減しておくことで、財務の安定化を図ることが考えられます。

蘯 税制面での優遇

確定拠出年金では、厚生年金基金、確定給付企業年金などと同様に、企業が拠出し

た掛金は全額損金に算入されます。

2. 人事・労務面からのニーズ

盧 雇用流動化、能力実績主義への対応

昨今、雇用の流動化や能力実績主義への転換が進み、受給権の早期付与や自分の年

QQQQ....44446666
確定拠出年金を導入する企業のニ
ーズは何ですか

AAAA
企業側の主な確定拠出年金制度の導入ニーズは、「年金財政の悪化
による影響回避」「国際会計基準への対応」といった退職金・年金
に係る財務・制度面からのニーズ、「少子・高齢化による公的年金
に対する不安や雇用の流動化の進展といった社会的な変化」「年功
序列から能力実績主義への転換」といった人事・労務面からのニ
ーズ、またはその双方に対応するためといったものが挙げられま
す。

解解解解説説説説
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●第８章　制度導入コンサルティング

金資産を転職先へ持ち運ぶ「ポータビリティ」のニーズが高まりつつあります。企業

は確定拠出年金を導入することにより、「ポータビリティ」のニーズに応えることが

でき、転職マーケットにおける人材の確保にも有効となります。

盪 福利厚生の充実

確定拠出年金の導入により企業の福利厚生制度が充実し、人材の活性化につながり

ます。また、大企業では親会社やグループ会社間における共通のプラットフォームと

して確定拠出年金制度を導入することで、会社間における人材流動化、事業再編への

円滑な対応を図る動きが見られます。

蘯 ライフプランの多様化への対応

長寿社会の到来、公的年金の支給開始年齢の引き上げなどにより、60歳以降のライ

フスタイルは多様化しています。60歳以降働き続ける人、第二の人生を楽しむ人など

様々です。確定拠出年金は、受取開始年齢、受取期間、年間支給回数などを加入者自

身が選択できる制度ですので、個人のライフプランに合わせた年金や一時金を受け取

ることができます。

3. その他

盧 複雑な数理計算が不要

確定給付型の年金制度の運営では、毎年の決算や定期的な財政検証において複雑な

数理計算が必要ですが、確定拠出年金の場合は掛金の拠出額と事務コストのみを算出

すればよく、複雑な数理計算は不要です。

盪 企業イメージの向上策

確定拠出年金という企業年金制度を採用することにより、「福利厚生に力を入れて

いる企業」という企業イメージのアピール効果も期待できます。

長寿社会の到来、公的年金の支給開始年齢の引上げなどにより、60歳以降のライフ

スタイルは多様化しています。60歳以降働き続ける人、第二の人生を楽しむ人などさ

まざまです。確定拠出年金は、受取開始年齢、受取期間、年間支給回数などを加入者

自身が選択できる制度ですので、個人のライフプランに合わせた年金や一時金を受け

取ることができます。
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